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住所等の秘匿を希望する場合の注意点について 京都地方裁判所民事部
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1 あなたが裁ト|｣所に提出する訴状や申立書は，相手の方に送ることになりますので’このよ
うな書面に秘匿を希望する（秘密にして隠しておきたい）あなたの住所（避難先’転居
先）や電話番号などの情報を書かないようにしてください。今後’あなたが裁判所に提出
する書面も同じですので注意してください。

2証拠書類の写し（コピー）も相手の方に送ることになりますので，例えば'診断耆を証拠
として提出する場合，その診断書に秘匿を希望している住所などが書かれていたら，その
部分をマスキング（マスキングの方法は裏に書いてあります。 ）したものを提出してくだ
さい。

3 あなたが，秘匿を希望している住所や電話番号などが吾かれた書類をマスキングすること
なく，そのまま裁判所に提出した場合は， あらかじめ秘匿希望の申出耆等を提出されてい
たとしても，相手の人にそのまま送られたり，閲覧・謄写されたりする可能性もあります
ので，裁判所に提出する前に十分確認してください。

4あなたの住所や電話番号などを秘匿情報として扱うかどうかは，最終的には裁判官が判断
す-ることになります。あなたの希望どおりの扱いをしない場合は，裁判所から住所などの
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補正を求めることがあり得ます。

5住所などを秘匿することで，仮に裁判で勝訴しても，強制執行や登記をすることが難しく
なるなどの不利益を受けることがありますので， ご注意ください。
※例えば,あなたの住所を秘匿するために珂主所に代えて代理人(弁護士)の住所を記載していた場合，あなたが
裁判で朧斥したとしても, 弓読l1執行を行う際に代理人が代わったりしたために住所のつながりを証明できない状況
や,同様の事例で珂主所に代えて記載した代理人住所に弁護士事務所名が入っているなどの理由により，単なる
連絡先であるとして法務局において(仮)差押登記を受け付けてもらえない状況なども考えられます。
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6 あなたの住所や電話番号などを秘匿情報として扱うこととした場合であっても，相手の方
から記録の閲覧等が請求されたときには，その理由によっては秘匿情報を含めて相手の方
の閲覧等を認めることになる場合があります。 戸一一一一一壹云-局〒ﾃｱｰｴ亨rアマ一
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もし書かれていた場合には，次の方法で提出してください。

ア書類腺本）の該当部分（相手の方に知られたくない住所や慧舌番号などが書かれ

ている部分）を見えないように豆スキング(粘着力があるとともに，剥がした際に用

紙に損傷を与えないマスキングテープを用いる。 ）する。

イマスキングした書類（原本）をコピーし（必要部数） ，それを裁判所に提出する。

2裁判所から送られる郵便物の受取りについて気を付けていただくこと

（相手の方に現住所を知られたくない場合）

弁護士に委任しないときは，次加反IJi2)のいずれかの方法により，郵便物の受取り

に関する届け出をしてください。

（1）送達場所の届け出

相手の方に知られてもよい場所で，かつ，あなた自身が郵便物を直接受け取ることが

できる場所を，送達場所として届け出てください。

（2）送達受取人の届け出

あなたに代わって，あなたの郵便物を受け取ってもらえる第三者を，送達受取人とし

て届け出てください。

※届ﾉ丑/の方脚らと担当薑記宮にお尋ねぐだきい


